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(独)都市再生機構からCM方式で発注された大沢地区震災復興事業は，マネジメント，社会条件等におい

て，事業期間延伸につながるリスクが多かった．請負者である大沢地区CMJV（奥村組，森本組，玉野総

合コンサルタント，ウエスコ震災復興事業共同企業体）は，リスク・危機管理対策会議を設置し，事業期

間延伸リスクに対し適切な対応策を実施し，事業計画工期内に業務を完了させた．本稿では，CM方式に

よるスピードアップの概念を説明し，それを実際に，現場において活用したリスク削減策等について報告

する．また，ゼネコンを幹事会社としたCMJVの中でのコンサルタントの役割について報告するものであ

る． 
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1． はじめに 
 
 (独)都市再生機構（以下，URと記す）が発注した

「CM方式を活用した復興事業」は東北3県の12市町，19
地区が対象となり，平成24年度から本格的に実施されて

いる1)．この背景として，被災公共団体の技術者不足に

よる測量・調査・設計業務や工事調達の遅れが復興事業

全体の遅れにつながるという懸念があった．そのため，

団地開発や土地区画整理事業等の実績が豊富で，公共事

業の発注者としてのノウハウを持つURが被災自治体か

ら事業受託を受け，これを大規模な造成工事や土地区画

整理事業等の業務や工事実績を持つコンサルタントとゼ

ネコンから構成される共同企業体（以下，CMJVと記す）

に，測量・調査・設計・施工およびこれらのマネジメン

ト業務を設計施工CMR業務として一括発注した． 
 このCM方式の発注者側のメリットとしては，①大括

り化による契約手続きの簡素化，期間短縮，②職人・資

材・重機等の早期確保，③民間ノウハウの活用による工

期短縮，④地元企業の参入確保と契約の透明性があり，

受注者のメリットとしては，⑤コスト+フィー方式によ

る資材高騰時のリスク軽減が期待された． 
 
(1)CMR業務の概要 

 本業務は岩手県山田町大沢地区（図-1）で実施され，

土地区画整理事業：1地区，漁業集落防災機能強化事業

（高台移転）：4地区，（嵩上げ地区）：1地区，（避難

場所，産業用地整備）：2地区などの総事業面積22.6haの
宅地整備等を行うものである．工期はH25.11.27～

H29.3.24であった． 
 マネジメント業務の概要は，URの指導の下で，①設

計業務等や施工を行う専門業者の選定と品質・工程管理，

②専門業者との契約，支払い事務，③施設管理者協議，

④関係機関協議，⑤許認可取得補助，⑥地元広報（イン

フォメーションセンターの開設，工事説明会の実施な

ど），⑦合意形成，⑧諸会議体の運営である． 
 なお，本業務は業務仕様書により，JVの構成員自ら

が設計，施工等を行うことができず，緊急時の対応を除

き，すべてを専門業者に発注した． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-1 事業の位置図 

 

(2)CMJVの組織体制 

 CMJVの組織は，仕様書における要求事項の対応が円

滑に行われることを目的として，統括管理技術者を頂上

に，その下に情報管理責任者，そしてその下に5つの担

当チームを配置した（図-2）．発注者の要求事項や指示

事項は，その重要性により統括管理技術者に直接入るこ

ともあれば，各担当チームのリーダーに入ることもある．



これらの情報については，すべて情報管理責任者に集約

され，統括管理技術者から方針決定された後に担当チー

ムで作業を実施し，発注者へ回答を行った． 

 なお，工期遅延の可能性が高まった場合には，統括管

理技術者がリスク・危機管理対策会議を開催した．出席

者は統括管理技術者，情報管理責任者，オープンブック

チームのリーダーを除くすべてのチームリーダーであり，

期限を定めて会議で決めた対応策を実施した． 

 

(3)CM方式の工期短縮効果 

工期短縮については，図-3のとおり，URは先行地区

の工事を，事前に実施された基本設計の成果に基づいて

CMJVに一括発注し，その後の設計業務等や施工は

CMJVが専門業者へ適時発注していくという形態であっ

た．この方法は，施行者の発注事務の省略，CMJVのノ

ウハウを活用することで工期短縮を行うものである． 
CMJVのノウハウとは新技術の採用，資源の早期調達，

ファストトラック（以下，FTと記す）方式を用いた工

程管理などである．特に，宅地完成予定日の迫った範囲

から，CMJVの裁量で発注単位や時期を定めて設計等を

行い，工事を発注するというFT方式は，早期の宅地引

渡し予定の箇所に対し，工期短縮に大きな効果があった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 CMJVの組織体制図 

 

 

 

 

 

図-3 CM方式による工事のスピードアップの概念 

 
また，CMJVには一部であるが補償交渉補助や地権者

同意取得補助等について施行者的な要素も認められてい

た．そのため，リスク対策や危機管理対策の手法として

これらを活用することが多かった． 
 

2． 事業期間延伸リスクの特定と分担 

(1)リスクの特定と分担 

本業務は発注時において表-1のとおりリスクが特定さ

れ，発注者と受注者でリスク共有が図られた．また，両

者のリスク分担についても決められていた．そして，こ

れらのリスクに対し，価格交渉時においてCMJVが提案

した発生確率や被害規模に応じたリスク管理費が事業予

算として計上され2)，事業が進捗するにつれて発生確率

や被害規模が小さくれば，減額となる仕組みであった． 
特定されたリスクの種類は，4種類の大項目，30個の

小項目に分かれており，これらが顕在化すれば，すべて

がコスト増，期間延伸につながるものである． 
また，表-1の右からの2列の●印は，後述するリスク

対策と危機管理対策を実施した項目である．なお， 表-

1の最後尾（新規）には当初に特定されていなかったが，

業務途中で明らかになった3つのリスクを追加した． 
 

(2)リスク対策 

リスク対策とは，工期延伸リスクが発現する前に対策

を実施したもので，その効果としてリスクの発現を未然

に防止できた事例を挙げる． 

表-1のリスクの中で，実際に5項目がリスク対策の対

象となった（表-2）．5項目の内，「R5:占用物移設の遅

延」については表-1のリスク特定表に記載されていない

リスクであったが，CMJV内では事前にリスクとして認

識し，早い時期から占用者と協議を行い，大括りでの移

設を提案していたため，大きなリスクにならなかった． 
「R2:漁業用建築物の移転」においては，CMJVが移転

促進のための用地の借地から仮施設の建築までを工事と

して実施した．これは，CMJVが施行者としての要素を

保有していたことから，早期の移転が可能になった． 
「R4:既設道路を利用した土砂運搬」については，契

約時に対策案を技術提案事項として盛り込んだものであ

り，当初から適切なリスク対応ができていたと考える． 
 このように，CM方式による発注は事業期間延伸リス

クの削減に対し大きな効果があったと考える． 
 

（3）危機管理対応 

危機管理対策とは，工期延伸リスクが発現してしまった

後に対策を実施した事例で，本業務においては，費用は

増加したが，所定の事業期間を超える事はなかった． 

表-1のリスクの中で，7項目のリスクが顕在化し危機

管理対策の対象となった（表-3）．7項目の内，2項目は

表-1のリスク特定表に記載されていないリスクであった． 
「C6:関連他事業との工程の不整合」は国・県・町・

UR・CMJVで行われる連絡調整会議で工程調整をしてい

たが，他事業の工程と整合しなかった．そのため，関連

する工事範囲を本業務から切り離し，他事業の施行者に

工事をお願いする事で工程遅延を回避した． 
「C1:高台団地の造成計画未決」については，FT方式

を用いた事例である．すなわち，当該団地の用地買収が 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部で将来に手戻りが発生する範囲については，CMJVの 

表-1 リスク特定および分担表 

表-2 リスク対応の内容 

表-3 危機管理対応の内容 

 

発注者 受注者 発注者 受注者

1 搬出土砂等の置き場の確保 ○ 1 地盤・地質条件の不測の事態の発生 ○ ●C4

2 市町村等における土地区画整理事業の認可の遅延 ○ 2 地下水・湧水の発生等に伴う対策工法の追加 ○

3 法規制解除、許認可取得の遅延 ○ ○ 3 気象・海象・地震・津波 ○ ○

4 漁業組合等の地元組織との調整難航 ○ ○ 4 作業道路、ヤード等の不足 ○ ○

5 CMを含む実行予算、補助金措置の遅延 ○ ○ 5 希少種への対応 ○

6 CM体制の構築、調査等業務計画立案、業務の遅延 ○ 6 その他 ○ ○

7 高台移転等希望者の地権者合意の遅延 ○ ●C1 1 労務、資材調達、重機確保等の遅延 ○ ●R3

8 高台移転画地等、個人地権者レベルでの調整難航 ○ 2 物価変動による単価の増減 ○ ○

9 市町村との設計協議の遅延 ○ ○ 3 地元住民に対する騒音・振動対策等、環境対策の実施 ○ ○ ●R4

10 調査・設計業務等の遅延 ○ ●C2 4 周辺地域に対する泥水流出等、水質汚濁対策の実施 ○

11 日常の工程管理、品質管理、安全管理 ○ ●C3 5 地域特性等に伴う施工条件の変化 ○ ●C5

12 事業計画変更等に伴う施工内容、数量の変更 ○ ●R1 6 法律改正、基準改定等による設計変更 ○

13 現地精査による施工内容、数量の変更 ○ 7 用地内及び周辺事業に伴う施工条件の変化 ○

14 設計協議による条件変更 ○ 1 関連他事業との工程の不整合 ●C6

15 地元要望に基づく条件変更等の発生 ○ ○ ●R2 2 占用物（電柱）の移設の遅延 ●R5

1 破砕工法、土運搬工法等の大幅な見直しの発生 ○ ○ 3 完成宅地の受け取り拒否 ●C7

2 品質の低下 ○ ○
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会
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技
術

特
性

リスク
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リスク分担
小項目大項目

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

大項目

 

No. リスクの具体的内容 対策内容

R1

R2

基本設計の大幅な見直し
基本設計では,宅地の地盤改良,水路の仮設土留め工が計上されていなかっ
たが,施工時に問題が発生し,一部の宅地完成時期を再調整した上で,直ちに
変更設計で対応した.

R3

複数の小規模な漁業用建築物の移転の遅延
CMJVにて移転地を探し,まとめて移転が可能な土地造成,仮設の建築物を工
事として実施した.

地元の施工業者の調達
地元の施工業者の調達が困難な状況になったが,工事の契約が途切れること
なく,次の工事を発注することで施工業者を確保した.

R4

R5

既設道路を使用して土砂運搬をすることで地元交通との混在
を招き,運搬時間の延長,交通事故の可能性が発生

CMJVで用地を借地し,専用の土砂運搬路を築造した.また,事業地内において
も,一般交通と工事用車両が分離できるように仮設生活用道路を築造した.

既設の電柱移設の遅れによる造成工事の遅延
小規模な電柱移設工事を避け,上記R４の仮設生活用道路へ大括りで移設を
行った.その後,さらに完成した完成道路に建てた本設柱に電線を張り替える事
で対応した.

 

No.

C3

詳細調査による想定以上の軟弱地盤の特定

プレロード工法による圧密促進を計画していたが,宅地完成予定時期に間に合
わないこと,プレロード工法では複数の近隣家屋への引き込み沈下対策が必
要になること,土地購入予定者から強固な宅地地盤強度を期待されたことから,
地盤改良工へ変更した.

危機管理の具体的内容 対策内容

C1

局部的な地盤の支持力不足による構造物の沈下
追加調査の実施と薬液注入による地盤改良工に実施により沈下促進を防止
した.

高台団地の購入希望者が意向調査のたびに変更していった
ため,造成計画が決まらないことによる工程遅延

用地は先行買収していたので,買収した用地の範囲で土工事の設計・施工に
着手した.土工事の施工中に土地購入者の筆割等の希望が確定し,その後に
街区を確定させて道路,整地工事を行った.

C6

C7

C4

上記C４と同じ範囲で産業廃棄物の出現
産業廃棄物の除去を実施したが,沈下対策としてプレロード工法から地盤改良
工に変更したため,工程遅延は無かった.

C5

地区に隣接する県道工事,防潮堤工事の工程が合致しないこ
とによる,造成工事の遅延

隣接部において手戻り工事となる部分を仮設的にすり合わせ,他事業者に完
成までの施工を振り替える事で対応した.ただし,他事業者に設計図書を提供
した.

C2
設計条件の未定や設計の要員不足による成果の仕上がりが
遅くなる事による工程遅延

CMJV内で設計業務の一部内製化による対応.工事で使用する2次製品の数
量を算出し,材料発注を先行して行うことで対応した.

完成宅地の受け取り拒否
工事の前に宅地の完成時の説明を行ったが,宅地の引渡し時に受け取りを拒
否された.しかし,地権者の主張事項に対し従前の写真の提示、説明経緯の整
理,工事での対応内容を図等で説明し,了解を得た.



先行していたため，土工事は土地購入者の希望により筆

割や街区変更があっても粗造成計画に影響を受けないこ

とから，まず，土工事の設計・施工を進めた．そして，

施工中に購入希望者の希望を確定させ，道路，整地の設

計・施工を行うことで事業期間の延伸を防いだ． 
「C2:設計の遅延」については，FT方式を用い，早期

に工事を行う箇所から設計を仕上げていった．また，材

料の調達に時間がかかる事から，先に材料表のみを作成

し，資材のみを早期に注文し，後に詳細設計図書の作成，

施工者を決めていく方法で対応した． 

C1，C2のように，CMJVには設計部署と施工部署が

あることで，現場の状況に応じ，施工計画の方針に沿っ

て工区を分割しての設計・施工が可能になった．これも

CM方式の持つ工期短縮効果であると考える． 

 

 

3． 一般的リスク 

 
震災復興事業に限らず，一般的なリスク対策として関

係権利者の合意形成は重要なポイントである．用地の未

買収や仮換地の指定前の状態では自由な土地使用は不可

能である．我々の現場着手時点で町による土地の使用同

意は概ね取得済であった．しかし，地権者にとっては，

土地の使用目的，土地の完成形，土地の引渡し時期の未

定が不安要素であった．そのため，CMJVでは，全地権

者に前述の説明を行い，ほとんどの方から施工同意を得

た．このことが，工事を円滑に進める事ができた大きな

要因と考える．そして，この合意形成活動も施行者とし

ての性格を持つCMJVに期待された要素と考える． 
 

 
4． CMJV内におけるコンサルタントの役割 

 

CMJVはゼネコンとコンサルタントの異業種JVという

事例の少ない組織構成であった．当CMJVにおける利益

配分方法は，すべての工事と業務の受注額と利益を

CMJVへ出向した社員の人数比率で各構成会社に分配す

るという方法を採った．逆に，設計・施工瑕疵があった

場合は，同比率で費用負担を行うこととした．この方法

を採用したことにより，ゼネコンの役割とコンサルタン

トの役割の隙間で，作業の漏れや見落としが減少し，一

体感を醸成する効果があったと考える． 
一方，CMJVにおけるコンタントの主な役割は図-2の

組織体制図の通り，測量・調査・設計業務であった．短

期間に工事を完了させるためには，早期に実施設計を作

成することが重要であり，これがコンサルタントに最も

期待された役割である．これ以外にもコンサルタントの

特性を活かした役割があり，これらを以下に整理する． 

①定例会議運営（アジェンダの作成，資料作成，議事

運営，議事録作成・保管） 
②宅地開発の関連法令や制度を利用した施工計画立案 
③課題解決案に関する分かりやすい資料作成と説明 
④調査・設計系の専門業者に対する業務管理 
⑤他機関との円滑な協議と早期の許可取得 
⑥地権者に対する宅地品質の説明と合意取得 
ところが，実際には設計条件の決定までに長時間を要

したり，慢性的な要員不足から実施設計の作成が遅れた

りしたことで，資機材や作業員等の調達が遅れ，工事着

手が遅延することが多かった．これに対し，FT方式に

より部分的な設計を行い，発注後にCMJV構成員のコン

サルタント社員が変更設計の対応を迅速に行うことで，

工事が止まらないような対応を行った． 
また，定例会議の運営を任されたことで，計画・設計

段階での発注者の抱える課題や意向が早い段階で取得で

きたため，CMJV所長へ報告する際に技術的な課題解決

法を合わせて提案できたこともあり，発注者の意向に即

した解決が可能になった． 
更に，造成した宅地に想定外の微小沈下が発生した場

合においては，追加調査と解析を実施し，対策案の実施

は不要であるとの回答を行った．このことは，発注者の

満足度を得ると伴に，CMJVの追加原価の支出を防いだ

ことで，コンサルタントの評価を上げることができた． 
 
 
5．まとめ 
 
CM方式では，技術的・工程計画的な観点でCMJVに

かなりの裁量が認められている．すなわち，本業務にお

いては，URと連絡を密に取りながら，リスク・危機管

理対策会議で計画した具体的対策（FT方式の活用，

CMJVによる合意形成，施工計画の適切な変更等）を実

施することができ，工程遅延を防ぐことができた． 
この方法は，発注者の技術者不足，工事仕様の未確定

等の課題のある通常業務にも適用可能と考えており，新

たな工事調達方法として，一層の展開が望まれる． 
一方，当CMJV所長は安全第一主義を貫き，全関係者

の意見を聴き，公平な判断をされていた．このような所

長の下で業務が行えたことで，コンサルタントの長所が

発揮できたと考える．あらためて，感謝の意を表したい． 
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